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私は法人（12 月決算）と個人で両方、ビットコインを保有しています。12 月末時点で

まだ、売っていませんが、法人の決算と個人の確定申告ではどのように反映させたらよいの

でしょうか？

解説

１． 取得価額

法人・個人ともに暗号資産を対価を払って取得（購入）した場合は、取得時に支払った対

価の額に購入時の手数料等を含んだ額とします。贈与により取得した場合は、取得時の価

額（時価）を取得価額とします。

２． 期末（年末）保有時の評価

【法人の場合】

活発な市場が存在する場合 ：時価法により評価、翌期洗替。

活発な市場が存在しない場合 ：総平均法などの原価法（取得価額のまま）

【個人の場合】

総平均法又は移動平均法（確定申告期限までに評価方法の届出書を提出した場合）

３． 売却時の処理

【法人の場合】

他の損益と一緒に合算して、課税所得を計算。

【個人の場合】

雑所得による総合課税に該当するため、最高 55％（住民税込み）が適用されます。また

損失が発生しても、給与等他の所得から差し引く（通算する）ことはできません。

要するに…
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暗号資産（仮想通貨）に関する税務上の取扱いについて

暗号資産の所得を確定申告しないと、無申告加算税や延滞税などの罰則があります。税務署

は業者から暗号資産に関する資料を入手できるため、漏らさずに申告しましょう。

暗号資産の税務上の取扱いは、法人・個人で取得価額などの取扱いは同じですが、保有時や

売却時などは異なる場合があります。

活 発 な

市 場 と

は？

次の全ての要件に該当するもの

① 継続的に売買価格等が公表されているもの

② 売買価格等の公表のため、継続的に十分な数量と頻度で取引が行われていること

③ 上記①の売買価格等の公表がその法人以外の者によりされているか、②の取引がその法人により自

己の計算において行われた取引でないこと


